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１ 高齢者虐 義待の定  

 
「 齢者 虐待 防止 齢者 養護者 支援 法律」 以 「 齢者虐高 に対する の 、高 の に対する 等に関する （ 下 高

待防止法」 う 齢者虐待 ６ 歳以 者 他者 不適切 扱 よ 権とい 。）では、高 を ５ 上の が からの な いに り 利利

侵害 状態や 命 健康 活 損 よう 状態 置 」 捉え益を される 生 、 、生 が なわれる な に かれること と た上で、

「養護者 よ 齢者虐待」 「養介護施設従 者 よ 齢者虐待」 け 義に る高 と 事 等に る高 に分 て定 しており、

具体的 養護者 よ 養介護施設従 者 養護 齢者 行うには、 お び 事 等が する高 に対して 「高齢者虐 例」待の

あ よう 行為に る な とされています。  
 齢者虐待高 は、そ 小 芽 うち 応 深刻 虐待 予防 つ もれが さな の から対 することが な の に ながる のです。

虐待行為 意図的 あろう ろう 虐待 明 判 あっ も 養が で となか と、また、 とは 確に 定できない場合で て 、

護者 ど 不適切 よっ 齢者 人 活 支障 何 支援な の なかかわりに て高 本 の生 に が出ている場合には、 らかの

行う 改善 図っ く 切を ことで を てい ことが大 です。 
 
高齢者虐 例待の  

種  類 内 容 と 具 体 例 
身体的虐待 暴 的行為 ど 身体 あざ 痛 与え 行為や 外 接触 意図的力 な で、 に 、 みを る 、 部との を 、

継続的 遮断 行為に する 。  
〔具体 〕叩く つね やけど せ 身体 拘束例 、 る、 さ る、 の をする等。 

介護 世話・ の 
放棄 放任・  

意図的 あ 果的 あ 問 ず 介護や 活 世話 っで るか、結 で るかを わ 、 生 の をおこな ている

家族 そ 供 放棄 放任 齢者 活環境や 齢者自身 身体が の提 を または し、高 の生 、高 の ・

精神的状態 悪化 せを さ ていること。  
〔具体 〕入浴 ず尿臭 皮膚 汚 髪や爪 伸 放題例 しておら がする、 が れている、 が び 。

十 飲食 ず 長 空腹状態 あっ 脱 症状や栄養失調分な がされておら 、 時間 で たり、 水 の

状態 あ 人 必要 介護や医療 応 理由 く制限に る。本 が とする を相 の な する。 
心理的虐待 脅 や侮辱 ど 言語や威圧的 態 無視 や せ よっ 精神的 情し な の な 度、 、い がら 等に て 、

緒的苦痛 与えを ること。  
〔具体 〕排泄 失敗 嘲笑 人 話 ど よ 恥 せ 怒例 等の を したり、 前で すな に り をかか る。

鳴 無視 侮辱 込め 子供 よう 扱うる、ののしる、 、 を て の に 。 
性的虐待 人 意 形 あ ゆ 形態 性的 行為 そ 強本 との間で合 が 成されていない、 ら る の な または の

要。  
〔具体 〕 半身 裸 放置 性器へ 接触 キス ックス 強要例 下 を にして する、 の 、 、セ の 等。 

経済的虐待 人 意 財産や金銭 使 人 希望 金銭 使 理由 く制本 の合 なしに を 用し、本 の する の 用を な

限すること。  
〔具体 〕 活 必要 金銭 渡 人 財産 人 意思 反例 生 上 な を さない、本 の を本 の 、利益に し

使 却て 用する、売 する等 
 


